
「居住用建物電気的・機械的事故特約」

特約をセットしていない場合は…

をセットしない限り、そういった

も

一方、特約をセットしている場合は…

ご存知ですか？

給湯設備や床暖房等、建物付属機械設備の電気的・機械的事故による損害を補償します。

「居住用建物電気的・機械的事故特約」

「居住用建物電気的・機械的事故特約」

「居住用建物電気的・
 機械的事故特約」

すまいの保険

GK すまいの保険
GK すまいの保険（ローン団体扱用）
（いずれもグランドタイプを含みます。）

2019年10月1日以降始期契約用
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一戸建て

このチラシは「ＧＫ すまいの保険（すまいの火災保険）／居住用建物電気的・機械的事故特約」の特徴をご説明したものです。詳細はパンフレットまたはご契約
のしおり（普通保険約款・特約）をご覧ください。

（注）HEMS（Home Energy 
Management System）
：家庭内エネルギー   

       管理システム

87789    1    2019.06    A3F21    B   （新）   （62）

ご安心ください！！

■建物を保険の対象に含む「フルサポートプラン」または「セレクト（水災なし）プラン」の場合にセットできます。
■保険期間の中途でセットすることはできません。
■築年数が10年1か月以上の建物契約に新たにセットすることはできません。

建物付属機械設備に、外来の事故に直接起因しない不測
かつ突発的な電気的・機械的事故による損害が発生した
場合に、損害の額から免責金額（注1）を差し引いた額をお支
払いします（1回の事故につき建物保険金額が限度（注2））。
（注1）建物の免責金額と同額です。ただし、建物の免責金額を0万

円とした場合でも、この特約の免責金額は1万円となります。
（注2）屋外設備（屋外明記物件として保険申込書に明記した屋

外設備を含みます。）または66㎡以上の付属建物（屋外明
記物件として保険申込書に明記した場合に限ります。）に
損害が発生した場合は、お支払いする損害保険金の限度額
は右記のとおりとします。

ご注意
いただきたい事項

居住用建物電気的・機械的事故特約の対象となる機械設備の例

電気的・機械的事故の例

スマートハウスにおすまいの方もご検討ください！！

建物付属の蓄電システ
ムが故障。修理不能で
交換が必要となった。

スマートハウスは機械設
備が多いから、故障が心
配なのよね…

HEMS（注）や電気自動車の充電
スタンドなどの故障も補償されます！

屋外設備（屋外明記物件と
して保険申込書に明記した
屋外設備を含みます。）

敷地内一括で100万円
が限度

敷地内一括で屋外明記
物件特約の保険金額が
限度

66㎡以上の付属建物（屋
外明記物件として保険申
込書に明記した場合に限
ります。）

 １２０万円
室外機の故障でエアコンが
作動しなくなった。交換部品
がなく修理不能で、室内外
機の交換が必要となった。３５万円

電気自動車の充電時に
充電スタンドがショート。
機器の交換が必要と
なった。 ２０万円
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保険の対象 損害保険金の限度額

保険金を
お支払いする
主な場合

■保険の対象の欠陥、自然の消耗、劣化等によってその部分に生じた損害は補償されません。
■製造者または販売者が、被保険者に対し法律上または契約上の責任（保証書、延長保証制度に基づく製造者または販売者
の責任を含みます。）を負うべき事故による損害は補償されません。

■消耗部品および付属部品の交換は補償されません。
■業務の用に供されている間に発生した事故による損害は補償されません。

保険金を
お支払いしない
主な場合

※2020年10月より平日の受付時間は9：00～19：00になります。


